
 
ある業者が販売する社債や未公開株を、別の業者が「選ばれた人しか購入できないので、代わり

に購入してほしい。倍で買い取る」などとウソを言って消費者を勧誘し、お金をだまし取る手口

です。東京オリンピックやＩＰＳ細胞など話題の事業の株だったり、実際にそのパンフレットが

届いたりします。また、「名義貸しは犯罪だ」などと言って弁護士などになりすまし、和解金を

要求したり、被害者に対して「被害を回復する」などと持ちかける二次被害も増えています。 

 

 

無料でふとんや屋根、床下などを点検すると自宅に訪問し、「このまま放置したら大変なことに

なる」などと言って消費者の不安をあおり、高額な契約を取り付けます。見せられた床下などの

写真がにせものだったり、工事も除湿剤を置くだけだったり殺虫剤を散布するだけだったりと、

ずさんな場合があります。 
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I N D E X 
◆高齢者を皆で守りましょう！！ 

 

 
◆洗剤などの誤飲に気をつけてください 

◆ひとりでできる！クーリング・オフ 

 

 

 

 

月号 

第 54号 

◆身に覚えのないアダルトサイトの請求にご用心 

高齢者を皆で守りましょう！！ 

９月１５日（月）は敬老の日。長い間社会につくしてきた方々を敬愛し、長寿を祝う日です。

日頃の感謝を込めて、プレゼントを贈る方もいるのではないでしょうか。 

さて、高齢者の消費者被害は年々増加しています。その被害を防ぐためには周りの方々の見

守りが肝心です！手口を知って、皆で被害防止に努めましょう！ 

 

○必要のないものはキッパリと断りましょう。 

○業者の話をうのみにせず、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。 

○見守る皆さんは、高齢者の生活に変化がないか見守り、相談機関につなぎましょう。 

○1人で悩まず最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。 

利殖商法 

点検商法 

アドバイス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他にもクーリング・オフできる取引があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クーリング・オフができる期間・取引 

取引内容 期間 

・訪問販売         ・電話勧誘 

・アポイントメントセールス ・キャッチセールス 

・資格商法 
８日間 

・マルチ商法（ネットワークビジネス） ・内職商法 ２０日間 

１、クーリング・オフの通知は書面で行います。 

  ⇒ハガキでＯＫです！ 

 

２、上記の記載例のように書きます。 

  ⇒自分の印鑑や電話番号は必要ありません。 

 

３、はがきを出す前に必ず両面をコピーし、 

証拠として保管しましょう。 

 

４、はがきを出すときは、送付記録が残る 

「簡易書留」か「特定記録郵便」 

で送りましょう。 

 

５、はがきを出した日が契約解除日になります。 

 

※クレジット契約をした場合は信販会社 

（クレジット会社）にも通知を出しましょう。 

※商品は勝手に送り返さないようにしましょう。 

ひとりでできる！クーリング・オフ 

  皆さんはクーリング・オフという制度をご存知ですか？ 

 クーリング・オフとは「頭を冷やす」という意味で、訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な勧

誘で契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度で

す。クーリング・オフをすると、その契約はなかったことになります。 

 「契約は守らなければならない」とする原則の例外です。 

●こんな契約はクーリング・オフできません● 

 お店で商品を購入したり、通信販売を利用した場合にはクーリング・オフ制度はありませ

ん。不意打ち性がないからです。購入する前に本当に必要な商品かよく確認しましょう。 

 また、３，０００円未満の商品もクーリング・オフすることができないので、注意が必要

です。 

※通信販売に関しては、返品についての説明がない場合、商品などを受け取った日から８日

以内であれば、契約を解除して商品を返品することが出来ます（返品の送料は購入者負担）。 

クーリング・オフしてみましょう！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗剤などの誤飲に気をつけてください 

身に覚えのないアダルトサイトの請求にご用心 

子どもや高齢者による洗剤の誤飲のニュースをよく耳にします。家族や周囲の方も製品

の使用や保管に十分注意を払い、事故を防止しましょう。 

宮城県内の高校生がアダルトサイト運営会

社を名乗る男に現金２５万円をだまし取られ

る事件が発生しました。 

「未払いのコンテンツ利用料がある」「今日

中に連絡がなければ訴える」など突然連絡が来

て、不安を煽りお金を支払わせます。自分の情

報が表示されているメールが届く場合もあり、

たくみに消費者を信じ込ませます。 

 また、解決先を探そうと「消費生活センター」

で検索すると、広告に似たような名前の業者が

出る場合があります。焦ってそこに電話をする

と、解決に金銭を要求される場合があるので併

せて注意が必要です。 

アドバイス 
●身に覚えがなければ、相手に連絡せ

ず無視しましょう。 

●請求された内容に不明な点があった

り不安な場合は、記載された連絡先

ではなく、お住まいの地域の消費生

活相談窓口に相談しましょう。 

●相談窓口を検索する際も、見つけた

窓口に慌てて連絡するのではなく、

きちんとよく読み正しい情報か判断

しましょう。 

子どもが洗濯用のパック型液体洗剤をゼリーと間違えて口に入

れてしまった。 

 

茶渋を取ろうとマグカップに漂白剤を１ｃｍほど入れて、そのま

ま外出した。帰宅後、そのことをすっかり忘れて、そのマグカッ

プに牛乳を入れて飲んでしまった。 

 

 

 

●５歳くらいまでの子どもは、口の大きさより小さい３～４ｃｍ程度以下の物ならな

んでも口に入れてしまう可能性があります。 

●子どもの口に入る大きさの物は手の届かないところにしまうようにしましょう。 

●高齢者の誤飲の多くは、洗剤を飲料と間違えて飲んでしまったケースです。 

●洗剤や殺虫剤、ガソリンなどをコップやペットボトルなどに移しかえるのは間違い

の元です。やめましょう。 

●洗剤などは飲んだ量や、飲んでからの経過時間によって対処法が違います。医療機

関や情報センターに相談しましょう。 

中毒１１０番 ０７２－７２７－２４９９ ２４時間受付 

アドバイス 
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